
⾃家⽤有償旅客運送⾃動⾞（⽩ナンバーのバス）が路線バスのバス停で乗客の乗降をする場合

道路交通法等改正前

１地域公共交通会議等での関係者の合意・決定

２公安委員会による意思決定

３標識設置⼯事（道路占⽤許可の申請が必要）

道路交通法等改正後

１関係者の合意（
保するために有⽤であり、かつ、道路⼜は交通の状況に
より⽀障がないことについての合意）

（関係者）
○乗合⾃動⾞等を使⽤する者（運⾏事業者）
○公安委員会
○
○地⽅運輸⽀局
○公安委員会が関係ある者として認める者

※地域公共交通活性化会議の場等を活⽤

２合意書の作成
記載事項
○停留所の名称
○駐停⾞する⾞両の範囲
○交通安全上必要となる事項

３公安委員会による公⽰
公⽰の他に、合意の内容を停留所等に掲⽰すること等を⾏い
○他の⾞両の駐停⾞違反を誘発しないこと
○乗合⾃動⾞の定時制を失わないこと
○交通渋滞を発⽣させないこと等を⾏っていく必要がある。

※道交法の運⽤上、現⾏のままで問題はないことか
ら、しばらくの間は交通規制・規制標識はそのまま
とするが、標識を管理し続ける必要があるので、関
係者の合意を得て新⽅式に移⾏した上で、規制の廃
⽌、標識の撤去を⾏う。

駐⾞可標識を設置する必要がある。
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